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県
議
会
議
員
の
活
動
を
支
え
る
県
議
会
事
務
局
。
鳥
取
県
議
会
は
行
政
監
視
機
能
と
政
策
立
案
機
能
の
高
い
議
会
、
情

報
公
開
の
進
ん
だ
議
会
を
目
指
し
、
積
極
的
に
議
会
改
革
へ
の
取
り
組
み
を
続
け
る
が
、
こ
の
取
り
組
み
も
議
会
事
務
局

の
支
え
が
あ
っ
て
こ
そ
だ
。
議
会
事
務
局
の
組
織
と
活
動
を
紹
介
す
る
。

　

議
会
事
務
局
は
地
方
自
治
法
１
３
８

条
に
定
め
ら
れ
た
必
置
の
機
関
。
議
長

が
事
務
局
長
以
下
の
職
員
を
任
命
し
、

尾
坂
英
己
事
務
局
長
以
下
３
課
32
人
が

勤
務
し
て
い
る
。

　
「
議
員
に
言
わ
れ
た
こ
と
だ
け
を
す

る
の
が
議
会
事
務
局
と
い
う
既
成
概
念

を
打
ち
破
り
た
い
。
政
策
に
反
映
さ
れ

る
提
案
が
で
き
る
政
策
集
団
を
目
指
し
た

い
」。
そ
う
語
る
の
は
調
査
課
長
を
兼
務

す
る
谷
口
透
・
事
務
局
次
長
だ
。
調

査
課
は
常
任
委
員
会
、
特
別
委
員
会
、

議
員
全
員
協
議
会
で
審
議
さ
れ
る
議

案
や
各
議
員
か
ら
依
頼
さ
れ
た
政
策
課

題
を
調
査
し
て
い
る
。

　

谷
口
次
長
は
「
大
変
で
す
が
、
や
り

が
い
を
一
番
感
じ
る
の
は
、
委
員
で
あ

る
議
員
と
、
知
事
ら
執
行
部
が
、
政
策

的
理
由
で
対
立
し
た
時
で
す
」と
話
す
。

議
員
と
執
行
部
の
質
疑
が
か
み
合
い
、

議
論
の
深
掘
り
で
き
る
よ
う
調
整
に
走

り
、時
に
議
員
に
打
開
策
を
提
案
す
る
。

　
「
事
務
局
職
員
は
全
員
が
執
行
部
か

ら
の
異
動
。
次
の
異
動
で
戻
る
可
能
性

も
あ
る
。
執
行
部
の
肩
を
持
ち
が
ち
で

は
」と
意
地
悪
な
質
問
を
ぶ
つ
け
る
と
、

「
議
員
の
意
向
に
従
っ
て
動
く
の
が
事

務
局
で
す
」
と
谷
口
次
長
は
き
っ
ぱ
り

言
い
切
る
。

　

県
内
県
外
で
の
委
員
会
調
査
で
も
大

き
な
役
割
を
果
た
す
。
議
員
の
思
い
を

大
切
に
し
つ
つ
、
正
副
委
員
長
と
相
談

し
て
視
察
先
を
決
め
る
。
大
切
な
税
金

を
使
う
た
め
、
で
き
る
だ
け
多
く
官
庁

や
大
学
な
ど
を
訪
問
で
き
る
よ
う
交
通

機
関
や
早
朝
の
出
発
な
ど
の
工
夫
を
す

る
。
し
か
し
、
じ
っ
く
り
話
を
聴
け
ば

調
査
は
深
く
な
る
が
訪
問
数
は
減
り
、

短
時
間
で
切
り
上
げ
れ
ば
訪
問
数
は
増

え
る
が
、
十
分
な
調
査
に
な
ら
な
い
。

複
雑
な
パ
ズ
ル
を
解
く
よ
う
に
職
員
た

ち
は
知
恵
を
絞
る
の
だ
と
い
う
。

　

調
査
課
は
委
員
会
と
同
時
に
会
派
も

担
当
す
る
。
議
員
18
人
の
県
議
会
自
民

党
は
３
人
、
他
の
会
派
に
は
１
人
ず
つ

大
き
く
動
く
議
会
改
革
支
え
る

 

県
議
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
議
会
事
務
局

政
務
活
動
を
積
極
サ
ポ
ー
ト

県
議
会
の
内
閣
法
制
局

政
調
費
公
開
で

　
　

消
え
る
Ｇ
Ｗ

調
査
課

総
務
課

 

議
事
・
法
務

 

政
策
課

配
属
さ
れ
、
職
員
１
人
で
無
所
属
議
員

２
人
を
担
当
。
事
務
局
と
は
別
に
会
派

控
え
室
に
専
用
の
机
が
置
か
れ
て
い
る
。

　

鳥
取
県
議
会
で
は
議
員
全
員
に
一
般

質
問
の
機
会
が
与
え
ら
れ
、
少
数
意
見

を
尊
重
す
る
象
徴
と
な
っ
て
い
る
が
、

そ
の
支
援
も
大
切
な
仕
事
だ
。
議
員
が

取
り
上
げ
る
テ
ー
マ
に
添
っ
て
、
こ
れ

ま
で
の
経
緯
や
他
県
の
状
況
、
判
例
や

学
説
な
ど
を
調
べ
、議
員
に
報
告
す
る
。

「
自
分
の
報

告
を
ベ
ー
ス

に
議
員
が
質

問
さ
れ
る
と

本
当
に
嬉
し

い
」。
担
当

職
員
た
ち
は

口
を
揃
え

る
。

　

本
会
議
、
議
会
運
営
委
員
会
、
政
策

調
整
会
議
を
担
当
す
る
の
が
議
事
・
法

務
政
策
課
だ
。議
事
日
程
の
調
整
か
ら
、

議
事
録
の
作
成
、
議
員
提
出
議
案
の
関

係
法
令
と
の
整
合
性
審
査
、
情
報
公
開

と
議
会
改
革
も
担
当
し
て
い
る
。

　

本
家
進
課
長
は
「
議
会
基
本
条
例
と

議
会
倫
理
条
例
の
議
員
提
出
条
例
の
お

手
伝
い
を
で
き
た
の
は
光
栄
で
し
た
」

と
笑
顔
で
話
す
。
両
条
例
と
も
議
会
改

革
推
進
会
議
で
議
論
を
重
ね
た
が
、
多

数
決
を
１
度
も
せ
ず
成
案
を
得
た
。

　

基
本
条
例
は
議
会
改
革
の
集
大
成
と

も
言
う
べ
き
条
例
だ
。「
議
員
の
調
査

活
動
」を
日
本
で
初
め
て
明
記
し
た
他
、

情
報
公
開
等
に
意
欲
的
だ
。
倫
理
条
例

は
社
会
福
祉
団
体
等
へ
の
役
員
就
任
自

粛
を
努
力
義
務
と
し
て
定
め
る
な
ど
県

議
に
高
い
倫
理
の
保
持
を
求
め
た
。

　
「
議
会
改
革
は
伊
藤
美
都
夫
議
長
の

強
い
信
念
で
進
ん
で
い
ま
す
。
推
進
会

議
で
は
資
料
を
集
め
る
よ
う
毎
回
、
宿

題
を
い
た
だ
き
、
大
変
で
す
が
、
少
し

は
お
役
に
立
っ
て
い
る
の
で
は
と
自
負

し
て
い
ま
す
」
と
本
家
課
長
。

　

議
員
提
案
で
条
例
化
で
き
る
素
材
は

な
い
か
と
気
を
配
り
、
常
に
情
報
収
集

し
て
議
員
に
情
報
提
供
し
て
い
る
。
鳥

取
県
議
会
は
過
去
10
年
間
で
８
本
の
政

策
条
例
を
議
員
提
案
で
制
定
し
た
が
、

　

総
務
課
は
議
会
の
経
理
や
職
員
の
福

利
厚
生
な
ど
の
庶
務
的
業
務
、
議
長
ら

の
秘
書
業
務
と
い
っ
た
企
業
の
総
務
部

の
よ
う
な
仕
事
に
加
え
、
広
報
、
傍
聴

の
整
理
な
ど
議
場
の
管
理
、
議
員
の
政

務
活
動
費
と
資
産
の
公
開
を
担
当
す
る
。

　

中
山
み
ゆ
き
総
務
課
長
は
「
議
会
を

ス
ム
ー
ズ
に
回
わ
す
の
が
役
目
と
心
得

て
い
ま
す
」と
話
す
。
議
会
だ
よ
り
も
、

議
員
６
人
の
広
報
委
員
会
が
編
集
す
る

が
、
原
稿
の
印
刷
会
社
へ
入
稿
な
ど
事

務
作
業
で
支
え
て
い
る
。

　

政
務
調
査
費
報
告
書
は
４
月
末
に
提

出
さ
れ
、
７
月
１
日
に
公
開
さ
れ
る
。

計
算
や
転
記
の
ミ
ス
を
調
べ
、
問
題
点

は
議
員
に
指
摘
。
正
確
な
報
告
書
に

な
る
よ
う
支
え
る
。「
Ｇ
Ｗ
は
、
事
務

局
勤
務
中
は
な
い
も
の
と
諦
め
て
い
ま

す
」
と
中
山
課
長
は
苦
笑
し
た
。

　

重
責
を
担
う
職
員
た
ち
は
、
議
員
を

ど
う
見
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
事
務
局

勤
務
最
長
の
谷
口
次
長
は
「
市
民
感
覚

に
あ
ふ
れ
、
議
会
改
革
に
熱
心
な
議
員

が
増
え
ま
し
た
。
議
会
改
革
の
進
展
に

伴
い
事
務
局
の
責
任
も
重
く
な
り
ま
し

た
が
、達
成
感
も
大
き
く
な
り
ま
し
た
。

本
当
に
魅
力
あ
る
職
場
で
す
」
と
話
す

と
満
面
の
笑
み
を
見
せ
て
く
れ
た
。

全
国
的
に
も
多
い
議
員
条
例
の
制
定
は

職
員
に
と
っ
て
も
誇
り
と
い
う
。


